
第１回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第 

 

日時：令和７年６月 21日（土）午前 10時～ 

場所：禁野小学校（図工室） 

 

 

 

１．令和７年度 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会について 

・会長、副会長の選出について 

・協議会スケジュール等について 

 

２．禁野小学校新校舎建築工事について 

  ・工事進捗の報告について 

 

３．その他 



 

令和７年度 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 

 

【協議会の目的】 

 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づ 

くりの諸課題への対応を円滑に進めるため、協議・連絡調整を行う。 

 

【委員名簿】 

所 属 氏 名 

枚方市立禁野小学校ＰＴＡ会長 松好 亮 

禁野校区コミュニティ協議会会長 森 崇 

禁野小学校の地域を代表する者 森田 吉彦 

枚方市立禁野小学校校長 位田 真由子 

枚方市教育委員会総合教育部次長 大西 佳則 

枚方市教育委員会学校教育部次長 髙山 和子 

枚方市都市整備部副参事(施設整備担当) 津熊 聖博 

 

【開催スケジュール】 
 
開催回 開 催 日 開催時間 場  所 備 考 

第１回 令和７年 ６月 21日（土）   第３土曜日 

第２回 令和７年 10月 18日（土） 午前 10時～ 禁野小学校（図工室） 第３土曜日 

第３回 令和８年 ２月 28日（土）   第４土曜日 

 

協議が必要な案件等がある場合には、上記予定表以外にも協議会を開催する場合があります。 

また、案件がない場合は開催を延期する場合もあります。 

資料１ 



枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会設置規約 

 

 

（設置） 

第１条 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づくりの諸課題への対応

を円滑に進めるため、枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

（所管事項） 

第２条 協議会では、次の各号に掲げる事項（以下「所管事項」という。）について、協議・連絡調

整を行う。 

⑴ 新校舎の施設、設備、備品等に関すること 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で構成し、委員は教育長が依頼または指名する。 

⑴ 枚方市立禁野小学校の地域を代表する者 

⑵ 枚方市立禁野小学校の児童の保護者を代表する者 

⑶ 枚方市立禁野小学校の教職員を代表する者 

⑷ 枚方市教育委員会事務局の職員を代表する者 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者 

（意見の聴取等） 

第４条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明を聴くことが

できる。 

（会議の運営） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 協議会の会議は、会長が招集する。 

３ 協議会の会長及び副会長は、構成する者の互選によって定める。 

４ 会長は、会議の進行を担当する。 

５ 会長に事故があるときは、副会長が代行する。 

６ 会議は、原則として公開する。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員及び第４条の規定に基づき協議会の会議に出席した者（以下この条において

「委員等」という。）は、会議（所管事項の遂行に伴う活動を含む。）を通じて知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。委員等でなくなったときも、また、同様とする。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、総合教育部新しい学校推進課が担当する。 

（補則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規約は、令和６年４月１日から一部改正し施行する。 
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